
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人菅原克也の上告理由について

　本邦に不法入国し、そのまま在留を継続する外国人は、出入国管理令九条三項の

規定により決定された在留資格をもつて在留するものではないので、その在留の継

続は違法状態の継続にほかならず、それが長期間平穏に継続されたからといつて直

ちに法的保護を受けうる筋合いのものではない。これと同旨の原審の判断は、正当

として是認することができる。原審の判断に誤りがあることを前提とする所論違憲

の主張は、その前提を欠き失当である。論旨は、採用することができない。

　よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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